
第134期定株主総会招集ご通知に際しての
イ ン タ ー ネ ッ ト 開 示 事 項

日本郵船株式会社

（2020年4月1日から2021年3月31日まで）

本インターネット開示事項につきましては、法令及び定款第17条 
の規定に基づき、インターネット上の次のページ（https://www.
nyk.com/ir/event/meeting/）に掲載することにより株主の皆様に
提供しております。

①事業報告に表示すべき事項
の う ち 以 下 の 事 項

ⅰ直前三事業年度の財産及び
損 益 の 状 況 と そ の 推 移

ⅱ新株予約権等に関する事項
ⅲ会計監査人に関する事項
ⅳ業務の適正を確保するための体制の
整備及び当該体制の運用状況の概要

②連結株主資本等変動計算書
③連 結 注 記 表
④株 主 資 本 等 変 動 計 算 書
⑤個 別 注 記 表



直前三事業年度の財産及び損益の状況とその推移

①当社グループの財産及び損益の状況 （単位：特記なきものは百万円）

第131期
2017年度

第132期
2018年度

第133期
2019年度

第134期（当期）
2020年度

2,183,201 1,829,300 1,668,355 1,608,414

28,016 △ 2,052 44,486 215,336

20,167 △ 44,501 31,129 139,228

119.57円 △263.80円 184.39円 824.55円

2,071,636 2,001,704 1,933,264 2,125,480

588,255 521,725 498,839 667,411

3,272.21円 2,889.26円 2,740.41円 3,703.27円

(注１)

(注２)

(注３)

②当社の財産及び損益の状況 （単位：特記なきものは百万円）

第131期
2017年度

第132期
2018年度

第133期
2019年度

第134期（当期）
2020年度

1,087,926 703,078 669,905 561,745

41,700 7,663 48,935 90,960

59,509 △ 24,501 22,647 38,252

352.83円 △145.24円 134.14円 226.54円

1,403,907 1,365,127 1,308,170 1,333,529

261,379 209,298 214,602 249,490

1,549.72円 1,240.59円 1,271.09円 1,477.48円

（注1）

（注2）

（注3）

新株予約権等に関する事項　（2021年3月31日現在）

該当事項はありません。

1株当たり当期純損益は期中平均発行済株式の総数により算出しています。また、1株当たり純資産は期末発行済株式の総数に
より算出しています。なお、発行済株式の総数は自己株式を除いています。

「役員報酬BIP信託」が保有する当社株式を計算書類において自己株式として計上しています。これに伴い、当該信託が保有する
当社株式を、期中平均発行済株式及び期末発行済株式の総数から控除する自己株式に含めています。

第131期の1株当たり当期純損益及び1株当たり純資産は、2017年10月1日を効力発生日として当社の普通株式10株を1株に併合
した株式併合が期首に行われたと仮定して算出しています。

経常利益

当期純損益

1株当たり当期純損益

総資産

純資産

1株当たり純資産

区分

売上高

経常損益

親会社株主に帰属する当期純損益

1株当たり当期純損益

総資産

純資産

1株当たり純資産

区分

営業収益

１株当たり当期純損益は期中平均発行済株式の総数により算出しています。また、１株当たり純資産は期末発行済株式の総数に
より算出しています。なお、発行済株式の総数は、自己株式を除いています。

「役員報酬BIP信託」が保有する当社株式を連結計算書類において自己株式として計上しています。これに伴い、当該信託が保有
する当社株式を、期中平均発行済株式及び期末発行済株式の総数から控除する自己株式に含めています。

第131期の１株当たり当期純損益及び１株当たり純資産は、2017年10月１日を効力発生日として普通株式10株を１株に併合した
株式併合が期首に行われたと仮定して算出しています。
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会計監査人に関する事項

(1)会計監査人の名称

有限責任監査法人トーマツ

(2)当期に係る会計監査人の報酬等の額

(注1)

(注2)

(注3)

(注4)

(注5)

当社監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項の各号に該当すると判断した場合に監査役全員の同意によって解任いたしま
す。この場合、解任及びその理由を解任後最初に招集される株主総会において報告いたします。
　また、上記のほか、会計監査人による適正な職務の遂行が困難であること、その他会計監査人の変更が相当であると認められる場合
には、監査役会は株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。

区　　分

報酬等の額

当社及び当社子会社が支払う
べき金銭その他の財産上の利
益の合計額

報酬等の額（百万円）

185

322

当社監査役会は、会計監査人及び社内関係部門との面談・聴取を通じて、会計監査人が提出した監査計画の内容、会計監査の
職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等の相当性について必要な検証を行ったうえ、会社法第399条第１項及び第２項の定
めにより会計監査人の報酬等の額に同意しました。

当社と会計監査人との間の監査契約においては、会社法に基づく監査報酬と金融商品取引法に基づく監査報酬の額を区分して
いませんので、上記の金額には金融商品取引法に基づく監査の報酬等を含めています。

(3)会計監査人の解任又は不再任の決定方針

当社は会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務（非監査業務）である、会計に関する助言・指導業務
の対価を支払っています。

当社の重要な子会社のうち、㈱ユニエツクスNCT、NYK GROUP AMERICAS INC.、NYK GROUP EUROPE LTD.、及びNYK GROUP
SOUTH ASIA PTE. LTD.は、当社の会計監査人以外の公認会計士又は監査法人（外国におけるこれらの資格に相当する資格を
有する者を含む。）の計算関係書類の監査（会社法又は金融商品取引法（これらの法律に相当する外国の法令を含む。）の規定
によるものに限る。）を受けています。

当期中に上記以外に前期の監査に係る追加報酬14百万円を当社子会社より、会計監査人である有限責任監査法人トーマツに支
払っています。
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業務の適正を確保するための体制の整備及び当該体制の運⽤状況の概要

 取締役会において決議した業務の適正を確保するための体制の整備等は以下のとおりです。

(1)取締役及び使⽤⼈の職務の執⾏が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・ 企業理念、グループ・バリュー、企業⾏動憲章及び⾏動規準を制定しており、これらに則った適切な経営体制の強化に努めると
ともに、取締役会規則、経営会議規則、業務執⾏規則等の社内規程を定め、重要事項を取締役会及び経営会議において審議す
る。諮問機関として、指名諮問委員会と報酬諮問委員会を設置する。持続可能性の追求にガバナンス体制の実効性向上を包含す
るESG経営推進委員会を設置する。

・ 内部統制委員会を設置し、内部統制上の課題と取組みを審議し⽅針を決定するとともに、内部統制の実効性の確保に努める。
・ リスク管理委員会とコンプライアンス委員会、遵法活動徹底委員会を設置し、法令遵守の徹底及びコンプライアンスの推進に関
する具体的な施策を実施している。また、危機対応のための報告・調査等について規則を定め、有事に速やかな是正と再発防⽌
の実施を図る体制を整備するなど、内部統制に関わる業務執⾏の実効性の確保と取締役会による監督機能の強化に努める。

（運⽤状況の概要）
・ 取締役会を開催し、重要事項を審議している。また、経営会議において取締役会により委任された事項を審議した上で、業務執
⾏の決定を⾏っている。
指名諮問委員会と報酬諮問委員会を設置し、取締役等の選任・報酬等を協議している。ESG経営推進委員会を設置し、⻑期的な
視点で経営や業務執⾏におけるガバナンスの実効性向上などの取組みを図る。

・ 内部統制委員会を開催し、内部統制上の課題を抽出・確認するなどモニタリングを⾏い、実効性を確保するための今後の取組み
につき審議し、内部統制に関する⽅針を決定するとともに、内部統制システムの整備と運⽤状況等につき必要に応じて⾒直して
いる。

・ リスク管理委員会とコンプライアンス委員会、遵法活動徹底委員会を開催し、関連する事案の共有と課題等につき協議してい
る。チーフコンプライアンスオフィサー（CCO）を任命し、法令・定款等の遵守と、企業倫理や社会規範等を尊重する社内体制
の強化に努めている。取締役等及び従業員等から⾏動規準遵守に関する誓約書の提出を受け、コンプライアンス教育・研修を継
続的に⾏い、モニタリングを実施している。また、危機対応のための報告・調査等に関する規則に基づき、有事には速やかな是
正と再発防⽌の実施を図り、重要な案件につき、コンプライアンス委員会を通じ取締役会に報告している。

(2)取締役の職務の執⾏に係る情報の保存及び管理に関する体制
・ 取締役及び取締役会は、その職務の執⾏に係る⽂書その他の情報につき、法令及び社内規程等に従い、適切に記録化した上で、
保存及び管理する。

・ 重要⽂書については、機密性の程度に応じて、閲覧⼿続き及び閲覧権限を定めており、今後ともその適切な運⽤を図る。
・ 秘密情報管理については関連規則を制定する。

（運⽤状況の概要）
・ 取締役の業務執⾏に係る重要な情報を適切に保存・管理し、定期的に重要な契約を整理・確認している。
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(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・ リスク管理委員会を設置し、リスク管理⽅針及びリスク管理規則により、リスク管理の⽅向性及び⼿順を定め、全社的なリスク
管理体制を整備する。また、リスク管理にあたっては、それぞれの事業の特性を踏まえ、当社を取り巻くリスクの評価を⼗分に
⾏う。

・ 安全・環境対策推進委員会を設置し、船舶の安全運航や環境保全等について審議する。
・ ⼤規模災害等に際して事業の継続を可能とする事業継続計画の基本計画書及び実施要領を制定する。

（運⽤状況の概要）
・ リスク管理委員会にて、各本部におけるリスクにつき、戦略及び業務プロセス両⾯から担当業務のリスクと管理状況の評価を⾏
い、社内規程の⾒直しを含む内部統制の強化に努めている。

・ 船舶の安全運航と環境保全については、安全・環境対策推進委員会において定期的に評価を⾏い、船舶に関わるリスク管理を徹
底している。

・ 必要に応じて、災害対策本部事務局・震災等災害対策委員会・事業継続連絡会を設置し、訓練を実施している。部⾨毎に事業継
続計画を制定し、適宜改正している。

(4)取締役の職務の執⾏が効率的に⾏われることを確保するための体制
・ 取締役会の審議に⼗分な時間を確保し、実効性を⾼める。
・ 取締役会の決議により、経営会議を設置、また執⾏役員を選任の上、業務執⾏の権限を委譲し、取締役会が業務執⾏を監督す
る。

・ 電⼦稟議システムの活⽤による決裁処理の迅速化により、適正かつ効率的に職務を執⾏する体制を整備する。
（運⽤状況の概要）

・ 取締役会の実効性に関するアンケートを実施し、取締役会における付議基準の⾒直し、審議⼿法の検討等を⾏っている。
・ 取締役会の迅速かつ効率的な意思決定を可能にするため、経営会議において、取締役会付議事項を含む必要事項を審議してい
る。また、執⾏役員会においても、職務の執⾏状況を監督している。

・ 電⼦稟議システムの活⽤により迅速な決裁処理を⾏っている。業務における電⼦化を進め、事務効率の向上を図っている。
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(5)当社及びその⼦会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・ グループ全体に適⽤する企業理念及び企業⾏動憲章を定め、グループ会社はこれらに基づき⾏動規準等を定める。また、法務・
コンプライアンス、会社機関設計・運営、内部監査等の各分野に関し、NYKグループスタンダードに従って、基本となる規程を
定める。

・ 内部統制委員会等を設置し、グループ全体の内部統制上の課題と取組みを審議し⽅針を決定する。グループ全体の内部統制の整
備・運⽤につき、グループ会社の管理・報告・危機対応に関する規則を定める等の具体的な施策を講じるとともに、有事に速や
かな是正と再発防⽌の実施を図る体制を整備し、内部監査体制の充実を図るなどグループ全体の内部統制に関する業務執⾏の実
効性の確保と取締役会による監督機能の強化に努める。

・ グループ経営会議等を通じて、グループガバナンスの構築と運⽤及び内部統制の実効性の向上によるグループ全体の企業集団価
値向上を⽬指す。グループ会社の経営等に関する⼀定の重要事項等について、当社が報告を受け、必要に応じて承認する体制を
整備する。

・ 内部通報制度では、グループ全体から匿名通報を可能とする。
（運⽤状況の概要）

・ グループ会社各社は、当社の定める企業理念、企業⾏動憲章、各種スタンダード及びグループ会社管理規則に従い、⾏動規準や
社規則等を適時、改正している。また、グループ会社においても、⾏動規準遵守に関する誓約⼿続きを導⼊している。

・ 内部統制委員会を中⼼とし、必要に応じて外部専⾨家の助⾔も得て、また、リスク管理委員会とコンプライアンス委員会、遵法
活動徹底委員会等を通じてグループ全体の内部統制の状況を審議、確認のうえ課題を検討し、グループ内部統制のさらなる強
化、社規則に基づいた運⽤の浸透・徹底に努めている。国内・海外グループ会社に対する内部監査を実施し助⾔や改善提案を⾏
うとともに、グループ内の内部監査機能の集約・強化を推進し、内部監査の範囲の拡充と⾼度化により実効性向上を図ってい
る。関連法令上のリスクアセスメントを⾏い、重要な契約書の審査体制の強化を図っている。また、グループ会社も対象に、危
機対応のための報告・調査等に関する規則に基づき、有事には速やかな是正と再発防⽌の実施を図り、重要な案件につき、コン
プライアンス委員会を通じ取締役会に報告している。

・ グループ経営会議等を開催し、グループガバナンスの構築と資本効率の向上等について協議している。グループ経営管理指針等
を定め、⼀定の基準に基づき個別に経営を管理している。⾮常勤取締役・監査役を派遣し、法務機能の確⽴を図る等、適正なグ
ループ経営を推進している。

・ 通報窓⼝を適切に機能させ、通報者の⾝元を秘匿し、不利益な取扱いを禁⽌している。
(6)監査役がその職務を補助すべき使⽤⼈を置くことを求めた場合における当該使⽤⼈に関する事項

・ 社外監査役のサポートを含め、監査役の職務を補助する体制を整備する。
（運⽤状況の概要）

・ 専任スタッフを擁する監査役室を設置し、監査役監査の補佐、監査役会の運営事務局、グループ監査役連絡会の定期開催事務、
その他監査役及び監査役会が命じる事項を遂⾏している。

(7)前項の使⽤⼈の取締役からの独⽴性に関する事項及び当該使⽤⼈に対する監査役の指⽰の実効性の確保に関する事項
・ 監査役室専任スタッフは、常勤監査役の指揮命令下にある。

（運⽤状況の概要）
・ 監査役室専任スタッフは、常勤監査役の指揮命令下にあり、常勤監査役が⼈事考課を⾏っている。すべての監査役室スタッフの
⼈事異動及び懲戒については監査役の意⾒を最⼤限に尊重している。
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(8)監査役への報告に関する体制、その他監査役の監査が実効的に⾏われることを確保するための体制
・ 取締役及び取締役会は、監査役による適切な職務の遂⾏が可能な体制を確保し、取締役会への出席に加えて監査役が有効な監査
を⾏うことのできる環境整備に努める。当社グループのコンプライアンス及び内部通報事案の概要等につき、監査役に報告する
体制を確保する。

・ 内部通報者に関わる⾝元の秘匿と不利益な取扱いの禁⽌を規則化する。
（運⽤状況の概要）

・ 経営会議、執⾏役員会、内部統制委員会、リスク管理委員会、コンプライアンス委員会、遵法活動徹底委員会等に監査役が出席
する機会を提供し、監査役の情報収集体制を確保する。監査役が、取締役等及び部⾨⻑等と⾯談し報告を受ける機会を確保す
る。取締役会、経営会議及び執⾏役員会の議事録並びに稟議書等業務執⾏に関わる重要な書類の閲覧及び調査を随時可能とする
ことにより、効率的な監査体制を確保している。
内部監査部⾨は、監査役及び会計監査⼈と相互に情報交換し、三者の監査の連携を通じて、監査役の監査の実効性及び効率性の
向上に協⼒している。

・ 通報を理由として不利益な取扱いを受けないことを定めており、内部通報者が望めば、⾝元は秘匿されている。

・ 監査役の職務の執⾏について、監査役監査基準において定められた当社に対する費⽤請求権を尊重する。
（運⽤状況の概要）

・ 監査役の職務の執⾏について、監査役監査基準において定められた当社に対する費⽤請求権を尊重し、その費⽤を負担してい
る。

(10)⾦融商品取引法への適合を確保するための体制
・ ⾦融商品取引法に基づく財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するために、必要な内部統制の体制を構築する。

（運⽤状況の概要）
・ 内部統制委員会にJSOX部会を設置し、財務報告に関する信頼性の検証と内部統制報告書案の審議を⾏っている。また、情報開⽰
委員会を四半期毎に開催し、開⽰内容等について審議を⾏うなど、整備及び運⽤状況の有効性評価を実施し、適時適切な開⽰に
努めている。

(11)反社会的勢⼒排除に向けた体制
・ 企業⾏動憲章等において反社会的勢⼒の排除を謳い、市⺠⽣活の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢⼒及び団体と断固として
対決することを明確にする。反社会的勢⼒対応の相談担当窓⼝を設置する。

（運⽤状況の概要）
・ 警察等の外部専⾨機関との提携を⽇常より緊密に⾏っている。
・ 反社会的勢⼒に関する情報収集に努め、適宜周知している。
・ 対応マニュアルを作成し、誓約書を取得するなどの施策を⾏っている。

(9)監査役の職務の執⾏について⽣ずる費⽤の前払⼜は償還の⼿続その他の当該職務の執⾏について⽣ずる費⽤⼜は債務の処理に係る
⽅針に関する事項
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連結株主資本等変動計算書　（2020年4月1日から2021年3月31日まで） （単位：百万円）

資本金
資本

剰余金
利益

剰余金
自己
株式

株主
資本
合計

その他
有価証券

評価
差額金

繰延
ヘッジ
損益

為替換算
調整勘定

退職給付
に係る

調整累計
額

その他の
包括利益
累計額
合計

当期首残高 144,319 45,737 311,892 △ 3,429 498,520 9,474 △ 27,752 △ 18,966 1,388 △ 35,856 36,175 498,839

当連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 △ 6,782 △ 6,782 △ 6,782

親会社株主に帰属する当期純利益 139,228 139,228 139,228

自己株式の取得 △ 15 △ 15 △ 15

自己株式の処分 3 62 66 66

非支配株主との取引に係る親会社の
持分変動

△ 297 △ 297 △ 297

連結範囲の変動 △ 1,229 453 △ 776 △ 776

その他 9 0 10 10

株主資本以外の項目の
当連結会計年度中の変動額（純額）

12,530 △ 1,435 7,601 12,538 31,234 5,903 37,138

当連結会計年度中の変動額合計 － △ 1,523 132,908 48 131,433 12,530 △ 1,435 7,601 12,538 31,234 5,903 168,571

当期末残高 144,319 44,214 444,801 △ 3,381 629,954 22,004 △ 29,187 △ 11,365 13,927 △ 4,621 42,078 667,411

株主資本 その他の包括利益累計額

非支配
株主
持分

純資産
合計
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連結注記表

(1)連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項等

① 連結の範囲に関する事項

(ⅰ) 連結子会社の数： 502 社

主要な連結子会社の名称

連結の範囲の変更

(ⅱ) 主要な非連結子会社の名称

(ⅲ) 非連結子会社について連結の範囲から除いた理由

② 持分法の適用に関する事項

(ⅰ) 持分法適用会社の数

非連結子会社： 3 社

関連会社 203 社

主要な持分法適用会社の名称

持分法の適用範囲の変更

(ⅱ) 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社

(ⅲ) 持分法非適用会社について持分法適用の範囲から除いた理由

(ⅳ) 持分法の適用の手続について特に記載する必要があると認められる事項

KNUTSEN OFFSHORE TANKERS 2 ASは、2021年１月４日付でKNUTSEN SHUTTLE TANKERS 2 ASと合併したため、持分
法適用の範囲から除外しています。

特記すべき主要な非連結子会社及び関連会社はありません。

持分法非適用の非連結子会社及び関連会社の純利益の額及び利益剰余金の額のうち持分の合計額等は、連結会社及び持分
法適用会社の純利益の額のうち持分の合計額に比して少額であり、また利益剰余金等に及ぼす影響も軽微であり、全体として
も連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないため除外しています。

決算日が12月31日の持分法適用会社のうち、１社については、連結決算日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表を使用して
います。

KNUTSEN TERMINAL TANKER ASは、2020年９月17日付でKNUTSEN NYK OFFSHORE TANKERS ASと合併したため、持分
法適用の範囲から除外しています。

上記以外の決算日が連結決算日と異なる会社については、各社の事業年度に係る財務諸表を使用しています。

主要な連結子会社は、事業報告「１．当社グループの現況に関する事項　(９)重要な企業結合の状況　②重要な子会社の状
況」に記載のとおりです。

横浜共立倉庫株式会社他４社は、新たに設立したため、連結の範囲に含めています。

K.R.C. TRANSPORT & SERVICE CO., LTD.他23社は、総資産、売上高、純利益及び利益剰余金等とも重要性が生じたため、
連結の範囲に含めています。

YUSEN FOOD SUPPLY CHAIN (THAILAND) CO., LTD.は、株式の取得により、連結の範囲に含めています。

CROWNVISION LTD.他３社は、株式の追加取得により、持分法適用非連結子会社から連結子会社へ変更しています。

太平洋汽船（株）他３社は、株式の追加取得により、持分法適用関連会社から連結子会社へ変更しています。

ROSEWOOD SHIPPING PTE. LTD.は、株式の一部売却により、連結子会社から持分法適用関連会社へ変更しています。

ROSEWOOD SHIPPING PTE. LTD.は、株式の一部売却により、連結子会社から持分法適用関連会社へ変更しています。

NYK LINE (NEW ZEALAND) LTD.他28社は、会社を清算したため、連結の範囲から除外しています。

NYK FTC (SINGAPORE) PTE.LTD.は、2020年４月１日付でNYK GROUP SOUTH ASIA PTE. LTD.と合併したため、連結の範
囲から除外しています。

NYK LOGISTICS HOLDING (EUROPE) B.V.は、2020年４月１日付でNYK HOLDING (EUROPE) B.V.と合併したため、連結の
範囲から除外しています。

特記すべき主要な非連結子会社はありません。

非連結子会社の総資産の合計額、売上高の合計額、純利益の額のうち持分の合計額及び利益剰余金の額のうち持分の合計
額等は、連結会社の総資産の合計額、売上高の合計額及び純利益、利益剰余金の額のうち持分の合計額等に比していずれも
少額であり、全体としても連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないため除外しています。

主要な関連会社は、事業報告「1．当社グループの現況に関する事項（９）重要な企業結合の状況　③主要な関連会社の状
況」に記載のとおりです。

セントラルLNGシッピング（株）他10社は、総資産、売上高、純利益及び利益剰余金等とも重要性が生じたため、持分法適用
の範囲に含めています。

NYK LINE (NORTH AMERICA) INC.は、2020年８月１日付でNYK GROUP AMERICAS INC.と合併したため、連結の範囲から
除外しています。

郵船ロジテック（株）は、2020年10月１日付で郵船ロジスティクス（株）と合併したため、連結の範囲から除外しています。

AZALEE LNG SHIPPING S.A.S.他２社は、株式売却のため、連結の範囲から除外しています。

CROWNVISION LTD.他3社は、株式の追加取得により、持分法適用非連結子会社から連結子会社へ変更しています。

MARINE LNG ZEEBRUGGE SA/NV他１社は、会社を清算したため、持分法適用の範囲から除外しています。

太平洋汽船（株）他３社は、株式の追加取得により、持分法適用関連会社から連結子会社へ変更しています。
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③ 連結子会社の事業年度等に関する事項

12月31日決算の主要な会社

NYK AUTOMOTIVE LOGISTICS (CHINA) CO., LTD.

④ 会計方針に関する事項

(ⅰ) 重要な資産の評価基準及び評価方法

有価証券

満期保有目的の債券 償却原価法（主として定額法）
そ の 他 有 価 証 券

時価のあるもの

時価のないもの 主として移動平均法による原価法

デリバティブ 時価法

たな卸資産 主として先入先出法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

(ⅱ) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）

主として定額法

無形固定資産（リース資産を除く）

ソフトウエア 主として社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法

その他    主として定額法

リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法

(ⅲ) 重要な繰延資産の処理方法

社債発行費 社債償還期間にわたり月割償却しています。

(ⅳ) 重要な引当金の計上基準

貸倒引当金

賞与引当金

役員賞与引当金

役員退職慰労引当金

株式給付引当金

特別修繕引当金

契約損失引当金

事業再編関連引当金

(ⅴ) 退職給付に係る会計処理の方法

ⅰ 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、主として、
給付算定式基準によっています。

主として決算日前１ヶ月の市場価格の平均等に基づく時価法（評価差額は全
部純資産直入法により処理し、売却原価は主として移動平均法により算定）

定期傭船契約や賃貸借契約の履行又は期限前返船等、並びに固定資産の購
入に伴い発生する損失に備えるため、将来の損失見込額を計上しています。

株式交付規定に基づく取締役及び執行役員への当社株式の給付等に備える
ため、当連結会計年度において対象者に付与されるポイントに対応する当社
株式の価額を見積り計上しています。

事業の再編等に伴う損失に備えるため、将来の損失見込額を計上していま
す。

連結子会社のうち決算日が12月31日の会社40社については、同日現在の財務諸表を使用しており、連結決算日との間に生じ
た重要な取引については連結上必要な調整を行っています。

また、決算日が12月31日の会社８社については、連結決算日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表を使用しています。

なお、当連結会計年度より、連結子会社TOP-NYK MARINEONE PTE. LTD.は決算日を12月31日から11月15日に変更していま
すが、連結決算日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表を使用しています。

なお、一部の在外連結子会社についてはIFRS第16号「リース」を適用しています。これにより原則として、借手におけるすべての
リースを連結貸借対照表に資産及び負債として計上しており、資産計上された使用権資産の減価償却方法は定額法によってい
ます。

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績
率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案
し、回収不能見込額を計上しています。

従業員に支給する賞与に充てるため、将来の支給見込額のうち当連結会計年
度の負担額を計上しています。

役員に支給する賞与に充てるため、将来の支給見込額のうち当連結会計年度
の負担額を計上しています。

役員の退職慰労金の支出に備えるため、一部の連結子会社において内規に
基づく期末要支給額を計上しています。

船舶の特別修繕に要する費用の支出に備えるため、船舶の将来の見積修繕
額に基づいて計上しています。
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ⅱ 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

(ⅵ) 重要な収益及び費用の計上基準

海運業収益及び費用の計上基準

コンテナ船

コンテナ船以外

(ⅶ) 重要なヘッジ会計の方法

(ⅷ) のれんの償却方法及び償却期間

  のれんの償却については、5年間～20年間の均等償却を行っています。

(ⅸ) その他連結計算書類の作成のための重要な事項

ⅰ 支払利息の処理方法

ⅱ 消費税等の会計処理

税抜方式によっています。

ⅲ 連結納税制度の適用

当社及び一部の連結子会社は、当連結会計年度より当社を連結納税親会社として連結納税制度を適用しています。

ⅳ 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

（２）表示方法の変更に関する注記

貨物運賃、運航費、運航船に係る船費及び借船料並びにこれらに対応する貸船料については、主として発港地から帰港
地を一単位とする航海完了基準を採用しています。

資産及び負債、予定取引における金利変動リスク、為替変動リスクあるいはキャッシュ・フロー変動リスクを相殺するためのデリ
バティブ取引等に対し、ヘッジ会計を適用しています。また、燃料油購入等における価格変動リスクに備えるためのデリバティブ
取引についても、同様にヘッジ会計を適用しています。その方法は、繰延ヘッジを採用していますが、為替予約等のうち所定の
要件を満たすものについては振当処理を、金利スワップ等のうち所定の要件を満たすものについては特例処理を行っています。
なお、借入金・社債等の金利変動リスクに対しては金利スワップ等を、金銭債権債務・在外子会社等への投資・予定取引等の外
貨建取引の為替変動リスクに対しては通貨スワップ・為替予約・外貨建金銭債権債務等を、燃料油等の価格変動リスクに対して
はスワップ等をヘッジ手段としています。ヘッジ有効性の評価は、毎四半期末にヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動又はキャッ
シュ・フロー変動の累計の比率分析を行う方法によっています。ただし、特例処理によっている金利スワップ等については、有効
性の評価を省略しています。
上記のヘッジ関係のうち、「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」（実務対応報告第40号 2020年９月29日）
の適用範囲に含まれるヘッジ関係のすべてに、当該実務対応報告に定められる特例的な取扱いを適用しています。当該実務対
応報告を適用しているヘッジ関係の内容は、以下のとおりです。
ヘッジ会計の方法…繰延ヘッジ処理、特例処理
ヘッジ手段…金利スワップ、通貨スワップ
ヘッジ対象…未払金、借入金
ヘッジ取引の種類…相場変動を相殺するもの、キャッシュフローを固定するもの

支払利息については原則として発生時の費用処理としていますが、長期かつ金額の重要な事業用資産で一定の条件に該
当するものに限って建造期間中の支払利息を事業用資産の取得原価に算入しています。

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として８年）による定額法により費用処
理することとしています。数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定
の年数（主として８年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしていま
す。

当社及び一部の連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において創設されたグループ
通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結
納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号2020年３月31
日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年２月16日）第
44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいて会計処理を行っ
ています。

貨物運賃及び運航費については、個々の貨物の輸送期間の経過に応じて計上する複合輸送進行基準を採用していま
す。

「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号　2020年3月31日）を当連結会計年度の年度末に係る連結
計算書類から適用し、連結計算書類に会計上の見積りに関する注記を記載しています。
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（３）会計上の見積りに関する注記

固定資産の減損

・当連結会計年度の計上金額は、主に船舶534,378百万円、航空機35,838百万円です。

・その他見積りの内容に関する理解に資する情報

減損の兆候を識別した資産又は資産グループ（以下、資産グループ）について、減損損失の測定を実施しており、その際の回収
可能価額は使用価値または正味売却価額により算定しています。使用価値は、将来キャッシュ・フローの割引現在価値として算
定しています。将来キャッシュ・フローの基礎となる事業計画等における重要な仮定は、主として運賃、傭船料等の市況、及び貨
物需要等に関する将来の見通しです。海運及び航空貨物市況を予測する上での、新型コロナウイルス感染症の影響に関する
収束時期や収束後の市場動向についての仮定は以下のとおりです。
新型コロナウイルス感染症の収束時期は依然として不透明ですが、物流網全体の混乱はワクチン接種効果による労働者の復
帰などから解消傾向となり、需給が徐々に適切なバランスに向かうと仮定しています。需要の落ち着きにより、当社グループの
売上高、営業利益の減少等の影響が生じると予測しています。
また、将来キャッシュ・フローの算定期間は当該資産グループに属する船舶、航空機等の平均残存耐用年数を基礎としていま
す。採用した割引率は、主に資本コストを基礎として算定しています。正味売却価額は主に経営者が利用する専門家による評価
結果を基礎として算定しています。
運賃、傭船料等の市況、及び貨物需要等に関する将来の見通しが悪化した場合や船舶、航空機等の評価額が低下した場合に
は新規または追加の減損損失を計上する可能性があります。

ドライバルク構造改革に係わる契約損失引当金

・当連結会計年度計上額 42,617百万円（連結貸借対照表では、契約損失引当金として計上しています。）

・その他見積りの内容に関する理解に資する情報

現行中期経営計画の施策であるドライバルク構造改革の一環として、定期傭船の将来の返船等に関する意思決定を行いまし
た。定期傭船契約の解約違約金等、当該返船等に伴い発生する損失に備えるため、将来の損失見込額を契約損失引当金に計
上しています。解約違約金は、当社が解約の方針を決定した船舶について船主との合意に基づき発生します。連結会計年度末
現在において、当社と船主が解約に関して最終的な合意には至っていない契約があるため、解約等の実行可能性の評価は不
確実性が伴います。当該実行可能性の評価について、各社の交渉状況等に鑑み、総合的に判断しています。また、定期傭船契
約において解約違約金の定めは無いため、過去に発生した解約事案における解約違約金の水準を考慮し、定期傭船契約の条
件、現在及び将来の海運市況の見積り、及び中古船売船市場における売船価額等を基礎として、解約違約金を見積っていま
す。海運市況を予測する上での、新型コロナウイルス感染症の影響に関する収束時期や収束後の市場動向についての仮定は
以下のとおりです。
新型コロナウイルス感染症の収束時期は依然として不透明ですが、物流網全体の混乱はワクチン接種効果による労働者の復
帰などから解消傾向となり、需給が徐々に適切なバランスに向かうと仮定しています。需要の落ち着きにより、当社グループの
売上高、営業利益の減少等の影響が生じると予測しています。
解約違約金等の見積りと実績との間に乖離が生じた場合には追加の繰入または戻入が発生する可能性があります。
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(4)連結貸借対照表に関する注記

① たな卸資産の内訳

商品及び製品 1,818 百万円

仕掛品 676 百万円

原材料及び貯蔵品 35,123 百万円

② 担保に供している資産及び担保に係る債務

(ⅰ) 担保に供している資産

現金及び預金 3,768 百万円

受取手形及び営業未収入金 5,366 百万円

たな卸資産 199 百万円

繰延及び前払費用 182 百万円

船舶（注） 88,204 百万円

建物及び構築物 1,905 百万円

機械装置及び運搬具 7,197 百万円

器具及び備品 10 百万円

土地 648 百万円

建設仮勘定 237 百万円

有形固定資産の「その他」 108 百万円

ソフトウエア 161 百万円

投資有価証券（注） 97,631 百万円

投資その他の資産の「その他」 367 百万円

　　　計 205,993 百万円

(ⅱ) 担保に係る債務

支払手形及び営業未払金 19 百万円

短期借入金 13,481 百万円

流動負債のリース債務 189 百万円

長期借入金 83,514 百万円

固定負債のリース債務 2,319 百万円

　　　計 99,525 百万円

(注)

③ 有形固定資産の減価償却累計額 1,059,036 百万円

④ 偶発債務

(ⅰ) 保証債務等 114,176 百万円
(ⅱ)

(ⅲ)

(ⅳ)

当社グループが航空機に関して締結しているオペレーティング・リース契約の一部には、残価保証の条項が含まれています。 残
価保証による潜在的な最大支払額は42,110百万円であり、リース期間終了後に当該リース資産を返却することを選択した場合に
支払いを実行する可能性があります。なお、当該オペレーティング・リース契約は2026年12月までの間に終了します。

当社グループは、独占禁止法違反の疑いがあるとして、2012年９月以降自動車等の貨物輸送に関して複数の海外当局の調査
対象となっています。また、完成自動車車両等の海上輸送について、主要自動車船社と共同して運賃を設定したとして、請求金
額を特定しないまま損害賠償及び差し止め等を求める集団民事訴訟が複数の地域にて提起されています。海外当局による調査
及び民事上の損害賠償請求訴訟については、独禁法関連引当金に計上されたものを除き、現時点でそれらの結果を合理的に
予測することは困難です。

船舶のうち118百万円及び投資有価証券のうち83,313百万円は関連会社等の債務の担保目的で差し入れたものです。

当社グループが船舶に関して締結しているオペレーティング・リース契約の一部には、残価保証の条項が含まれています。残価
保証による潜在的な最大支払額は4,007百万円であり、当該オペレーティング・リース契約の購入選択権を行使せずにリース資
産を返却することを選択した場合に支払いを実行する可能性があります。なお、当該オぺレーティング・リース契約は2022年１月
までの間に終了します。
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（5）連結損益計算書に関する注記

減損損失

場所 用途 種類 減損損失（百万円）

ノルウェー 事業用資産 船舶(ドライバルカー） 9,346

日本 事業用資産 船舶(ドライバルカー） 4,843

日本 売却予定資産 船舶(タンカー) 1,750

日本 売却予定資産 船舶(ドライバルカー） 1,698

日本 事業用資産 船舶(タンカー) 1,674

その他 売却予定資産等 船舶等 5,072

合計 - - 24,385

なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却価額と使用価値のいずれか高い価額としています。正味売却価額は第三者
により合理的に算定された評価額等により、使用価値は将来キャッシュ・フローを主として8.01%で割り引いて算定しています。

当社及び連結子会社は、原則として事業用資産においては投資の意思決定を行う事業ごとにグルーピングを行い、賃貸不動
産、売却予定資産及び遊休資産等においては個別物件ごとにグルーピングを行っています。
当連結会計年度において、売却予定資産については売却予定価額が帳簿価額を下回ることにより、事業用資産については業績
の低迷等により収益性が著しく悪化した資産グループについて、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失
(24,385百万円）として特別損失に計上しました。その内訳は以下のとおりです。
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(6)連結株主資本等変動計算書に関する注記

① 当連結会計年度末における発行済株式の種類及び総数

普通株式 170,055,098 株

② 配当に関する事項

(ⅰ) 配当金支払額

株式の種類
配当金の総額

(百万円)
1株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

6,782

（注１）

（注２）

(ⅱ) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

株式の種類
配当金の総額

(百万円)
1株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

30,520

（注） 2021年6月18日開催の定時株主総会の決議による配当金の総額には、役員報酬BIP信託口が保有する当社株式に対す
る配当金125百万円が含まれています。

2020年11月5日

取締役会

計

普通株式 30,520 180

2020年11月5日取締役会の決議による配当金の総額には、役員報酬BIP信託口が保有する当社株式に対する配当金13
百万円が含まれています。

2020年6月29日定時株主総会の決議による配当金の総額には、役員報酬BIP信託口が保有する当社株式に対する配当
金14百万円が含まれています。

決議

2021年6月18日

定時株主総会

計

2021年3月31日 2021年6月21日

決議

2020年6月29日

定時株主総会

2020年9月30日 2020年12月2日普通株式 3,391 20

3,391 20 2020年3月31日 2020年6月30日普通株式
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（7） 金融商品に関する注記

① 金融商品の状況に関する事項

② 金融商品の時価等に関する事項

(単位:百万円)

連結貸借対照表
計上額

時価 差額

(ⅰ) 現金及び預金 107,369 107,369 -
(ⅱ) 受取手形及び営業未収入金 234,909

貸倒引当金(※1） △ 1,074
233,834 233,834 -

(ⅲ) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 83,890 83,890 -
関連会社株式 17,697 10,624 △ 7,072

(ⅳ) 長期貸付金 21,393
貸倒引当金(※1） △ 751

20,641 22,403 1,761
(v) 支払手形及び営業未払金 168,690 168,690 -
(ⅵ) １年内償還予定の社債 25,000 25,000 -
(ⅶ) 短期借入金 161,045 161,045 -
(ⅷ) リース債務（流動） 19,477 19,477 -
(ⅸ) 社債 107,000 108,275 1,275
(ⅹ) 長期借入金 560,913 568,452 7,539
(ⅺ) リース債務（固定） 77,707 82,686 4,979
(ⅻ) デリバティブ取引（※2） △ 11,064 △ 11,064 -

(※１)

(※２)

（注１）

（i） 現金及び預金

（ⅱ） 受取手形及び営業未収入金

（ⅲ） 有価証券及び投資有価証券

（ⅳ） 長期貸付金

（v）

(ⅸ) 社債

(ⅹ) 長期借入金　

(*)

支払手形及び営業未払金、(ⅵ)１年内償還予定の社債、(ⅶ)短期借入金、(ⅷ)リース債務（流動）

当社グループは、資金運用については主として短期的な預金等とし、資金調達については銀行等金融機関からの借入又は
社債によります。受取手形及び営業未収入金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程等に沿ってリスク低減を図っていま
す。投資有価証券は主として株式であり、時価のあるものについては期末前１ヶ月の市場価格の平均等に基づく時価法等を
採用しています。その結果、株式市況の変動等により業績及び財務状況が影響を受ける可能性があります。借入金及び社
債についての使途は船舶や航空機、輸送関連施設等の取得に係る設備投資需要や事業活動に係る運転資金需要に対する
ものであり、金利変動リスクを回避するために金利スワップ等を実施しています。なお、デリバティブ取引は社内規程等に従
い、実需の範囲内で行うこととしています。

2021年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含めていません。

受取手形及び営業未収入金、並びに長期貸付金に個別に計上している貸倒引当金は控除しています。

デリバティブ取引は、債権・債務を差し引きした合計を表示しています。

これらの時価については、短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
よっています。

これらの時価については、短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
よっています。また、貸倒懸念債権については、見積将来キャッシュ・フローの現在価値又は担保及び保証による回収見込額
等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は連結決算日における貸借対照表価額から現在の貸倒見積高を控除し
た金額に近似しており、当該価額をもって時価としています。

これらの時価について、株式は主として取引所の価格によっており、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された
価格によっています。

長期貸付金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、時価は帳簿価額と近似していることから当
該帳簿価額によっています。一方、固定金利によるものは、元利金の合計額を同様の新規貸付を行った場合に想定される利
率で割り引いて時価を算定しています。また、貸倒懸念債権については、見積将来キャッシュ・フローの現在価値又は担保及
び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は連結決算日における貸借対照表価額から現
在の貸倒見積高を控除した金額に近似しており、当該価額をもって時価としています。

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっています。

当社の発行する社債の時価は、市場価格を基に算定する方法によっています。

長期借入金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、
当該帳簿価額によっています。一方、固定金利によるものは、一定の期間ごとに区分した当該長期借入金の元利金の合計
額（*）を同様の借入において想定される利率で割り引いて現在価値を算定しています。

金利スワップの特例処理の対象とされた長期借入金については、その金利スワップのレートによる元利金の合計額

金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
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(ⅺ) リース債務　（固定）

(ⅻ) デリバティブ取引　

（注２） 関係会社株式（連結貸借対照表計上額 467,034百万円）及び非上場株式等（連結貸借対照表計上額 10,415百万円）は、時
価を把握することが極めて困難と認められるため、「（ⅲ）有価証券及び投資有価証券」に含めていません。

当社及び連結子会社では、借入金、社債等に係る金利変動リスクを回避するために金利スワップ等を、外貨建の債権・債務
に係る為替変動リスクを回避するために為替先物予約、通貨スワップ等を、燃料油、傭船料の価格変動リスク等を回避する
ために燃料油スワップ、運賃（傭船料）先物取引等を利用しています。これらの取引の連結決算日の時価は、取引先金融機
関等から提示された価格等に基づき算定しています。

リース債務の時価は、元利金の合計額を同様の新規リース取引を行った場合に想定される利率で割り引いて現在価値を算
定しています。
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(8)賃貸等不動産に関する注記

① 賃貸等不動産の状況に関する事項

② 賃貸等不動産の時価等に関する事項

（単位：百万円）

当連結会計年度増減額 当連結会計年度末残高

△ 737 45,211 123,866

（注１）  連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額です。

（注２） 当連結会計年度増減額のうち、主な減少額は減価償却（1,274百万円）による減少です。

（注３）

(9)１株当たり情報に関する注記

① 1株当たり純資産額 3,703円27銭
② 1株当たり当期純利益 824円55銭

(10)その他の注記

記載金額の表示について

(11)重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

連結決算日における時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて算定した金額（指標等を用いて調整を行ったも
のを含む）です。

記載金額は表示単位未満を切り捨てて表示しています。

45,949

連結決算日における時価

当社及び一部の連結子会社では、東京都その他の地域において、賃貸用のオフィスビル等（土地を含む）を有していま
す。

2021年３月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は3,484百万円（主な賃貸収益は売上高に、主な賃貸費用は
売上原価に計上）、売却による損益は25,682百万円（売却益は特別利益に、売却損は特別損失に計上）です。

また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、当連結会計年度増減額及び連結決算日における時価は、次のとお
りです。

連結貸借対照表計上額

当連結会計年度期首残高
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株主資本等変動計算書 （2020年4月1日から2021年3月31日まで） （単位：百万円）

評価・換算差額等

当期首残高 144,319 30,191 1,688 1,187 1,737 42,809 △ 3,422 218,511 11,967 △ 15,876 214,602

当事業年度中の変動額

剰余金の配当 △6,782 △6,782 △6,782

利益準備金の積立 678 △678 - -

圧縮記帳積立金の取崩 △110 110 - -

当期純利益 38,252 38,252 38,252

自己株式の取得 △15 △15 △15

自己株式の処分 △1 62 61 61

会社分割による減少 △159 △159 △159

株主資本以外の項目の
当事業年度中の変動額
（純額） 8,065 △4,534 3,530

当事業年度中の変動額合計 - - △1 678 △110 30,742 47 31,357 8,065 △4,534 34,887

当期末残高 144,319 30,191 1,687 1,865 1,627 73,551 △ 3,375 249,868 20,033 △ 20,411 249,490

その他
有価
証券
評価

差額金

繰延
ヘッジ
損益

純資産
合計

その他利益剰余金

資本金 資本
準備金

その他
資本

剰余金

利益
準備金

圧縮
記帳

積立金

繰越
利益

剰余金

株主資本

資本剰余金 利益剰余金

自己
株式

株主資本
合計
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個別注記表

(1)重要な会計方針に係る事項に関する注記

① 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券 償却原価法（定額法）

子会社及び関連会社株式 移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの

時価のないもの 移動平均法による原価法

② デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

時価法

③ たな卸資産の評価基準及び評価方法

④ 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）

船舶及び建物 定額法

その他 定率法

無形固定資産（リース資産を除く）

のれん 20年以内の均等償却

ソフトウエア

その他 定額法

リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

⑤ 繰延資産の処理方法

社債発行費 社債償還期間にわたり月割償却しています。

⑥ 引当金の計上基準

貸倒引当金

賞与引当金

退職給付引当金

(ⅰ) 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に
帰属させる方法については、給付算定式基準によっています。

(ⅱ) 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年
数（8年）による定額法により費用処理することとしています。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間以
内の一定の年数（8年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌期
から費用処理することとしています。

株式給付引当金

関係会社船舶投資損失引当金

契約損失引当金

事業再編関連引当金

定期傭船契約や賃貸借契約の履行又は期限前返船等、並びに固定資産の購入に伴
い発生する損失に備えるため、将来の損失見込額を計上しています。

事業の再編等に伴う損失に備えるため、将来の損失見込額を計上しています。

決算日前1ヶ月の市場価格の平均等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法に
より処理し、売却原価は移動平均法により算定）

先入先出法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

ただし、2016年4月1日以降に取得した構築物については定額法によっています。

社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法

船舶保有関係会社が調達し当社が定期傭船している船舶において、収益性が著しく悪
化したことに伴い発生する損失に備えるため、将来の損失見込額を計上しています。

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率によ
り、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見
込額を計上しています。

従業員に支給する賞与に充てるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額
を計上しています。
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産
の見込額に基づき計上しています。

株式交付規程に基づく取締役及び執行役員への当社株式の給付等に備えるため、当
事業年度末において対象者に付与されるポイントに対応する当社株式の価額を見積り
計上しています。
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債務保証損失引当金

独禁法関連引当金

⑦ 収益及び費用の計上基準

(ⅰ) 海運業収益及び海運業費用の計上基準

(ⅱ) ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準

 売上高を計上せずに利息相当額を各期へ配分する方法によっています。

⑧ ヘッジ会計の方法

⑨ その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

退職給付に係る会計処理の方法

消費税等の会計処理 税抜方式によっています。

連結納税制度の適用 当社は、当事業年度より当社を連結納税親会社として連結納税制度を適用しています。

連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

(2)表示方法の変更に関する注記

(3)会計上の見積りに関する注記

関係会社船舶投資損失引当金

・当事業年度計上額　87,784百万円

・その他見積りの内容に関する理解に資する情報

ドライバルク構造改革に係わる契約損失引当金

・当事業年度計上額　42,617百万円（個別貸借対照表では、契約損失引当金として計上しています。）

・その他見積りの内容に関する理解に資する情報

連結注記表に記載した内容と同一です。

船舶保有関係会社が調達し当社が定期傭船している船舶において、収益性が著しく悪化したことに伴い発生する損失に備える
ため、将来の損失見込額を計上しています。
将来の損失見込み額の算定は、当該船舶の帳簿価額、将来キャッシュフローの割引現在価値、正味売却価額等を基礎として
行っています。将来キャッシュ・フローの基礎となる事業計画等における重要な仮定は、主として運賃、傭船料等の市況、及び貨
物需要等に関する将来の見通しです。これらを予測する上での、新型コロナウイルス感染症の影響に関する収束時期や収束後
の市場動向についての仮定は以下のとおりです。
新型コロナウイルス感染症の収束時期は依然として不透明ですが、物流網全体の混乱はワクチン接種効果による労働者の復
帰などから解消傾向となり需給が徐々に適切なバランスに向かうと仮定しています。需要の落ち着きにより、当社グループの売
上高、営業利益の減少等の影響が生じると予測しています。将来キャッシュ・フローの算定期間は当該資産グループに属する船
舶平均残存耐用年数を基礎としています。採用した割引率は、主に資本コストを基礎として算定しています。正味売却価額は主
に経営者が利用する専門家による評価結果を基礎として算定しています。
運賃、傭船料等の市況、及び貨物需要等に関する将来の見通しが悪化した場合や船舶の評価額が低下した場合には新規また
は追加の繰入を計上する可能性があります。

当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグ
ループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制
度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31日）第3項の取扱いにより、「税効
果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資
産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいて会計処理を行っています。

「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号　2020年3月31日）を当事業年度から適用し、個別注記表に会計上
の見積りに関する注記を記載しています。

なお、借入金・社債等の金利変動リスクに対しては金利スワップ等を、金銭債権債務・在外子会社等への投資・予定取引等の外
貨建取引の為替変動リスクに対しては通貨スワップ・為替予約・外貨建金銭債権債務等を、燃料油等の価格変動リスクに対して
はスワップ等をヘッジ手段としています。ヘッジ有効性の評価は、毎四半期末にヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動又はキャッ
シュ・フロー変動の累計の比率分析を行う方法によっています。ただし、特例処理によっている金利スワップ等については、有効
性の評価を省略しています。

関係会社への債務保証等に係る損失に備えるため、被保証者の財務状態等を個別に
勘案し、損失負担見込額を計上しています。

各国の競争法（独占禁止法を含む）違反の嫌疑に関連して発生する課徴金等の支払い
の見込額を計上しています。

貨物運賃、運航費、運航船に係る船費及び借船料並びにこれらに対応する貸船料については、発港地から帰港地を一単位とす
る航海完了基準を採用しています。

資産及び負債、予定取引における金利変動リスク、為替変動リスクあるいはキャッシュ・フロー変動リスクを相殺するためのデリ
バティブ取引等に対し、ヘッジ会計を適用しています。また、燃料油購入等における価格変動リスクに備えるためのデリバティブ
取引についても、同様にヘッジ会計を適用しています。その方法は、繰延ヘッジを採用していますが、為替予約等のうち所定の要
件を満たすものについては振当処理を、金利スワップ等のうち所定の要件を満たすものについては特例処理を行っています。

未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の貸借対照表における取扱いが
連結計算書類と異なっています。
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関係会社貸付金に対する貸倒引当金

・当事業年度の関係会社貸付金残高は442,085百万円、貸倒引当金計上額は 137,105百万円です。

・その他見積りの内容に関する理解に資する情報

関係会社貸付金について、個別に回収可能性を勘案し、財務内容評価法に基づき回収不能見込額を貸倒引当金へ計上してい
ます。財務内容評価法を採用するに際し、債務者である関係会社の支払能力を総合的に判断しています。関係会社の支払能力
は、関係会社の経営状態、債務超過の程度、事業活動の状況、今後の収益及び資金繰りの見通し、その他債権回収に関係の
ある一切の定量的・定性的要因を考慮することにより判断しています。関係会社の支払能力を判断する上での新型コロナウイル
ス感染症の影響に関する収束時期や収束後の市場動向についての仮定は以下のとおりです。
新型コロナウイルス感染症の収束時期は依然として不透明ですが、物流網全体の混乱はワクチン接種効果による労働者の復
帰などから解消傾向となり、需給が徐々に適切なバランスに向かうと仮定しています。需要の落ち着きにより、当社グループの売
上高、営業利益の減少等の影響が生じると予測しています。
関係会社の経営状態により追加の貸倒引当金の繰入または戻入が生じる可能性があります。
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(4)貸借対照表に関する注記

① 担保に供している資産及び担保に係る債務
(ⅰ) 担保に供している資産

船舶 7,894 百万円
投資有価証券（注） 122 百万円
関係会社株式及び出資金（注） 36,616 百万円
計 44,633 百万円

(ⅱ) 担保に係る債務
短期借入金 746 百万円
長期借入金 2,613 百万円
計 3,360 百万円

（注）

② 有形固定資産の減価償却累計額 244,019 百万円

③ 偶発債務
(ⅰ) 保証債務等 396,608 百万円
(ⅱ)

④ 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分表示したものを除く）
短期金銭債権 150,307 百万円
長期金銭債権 462,656 百万円
短期金銭債務 112,524 百万円
長期金銭債務 2,322 百万円

(5)損益計算書に関する注記

関係会社との取引高
営業取引による取引高

営業収益（海運業収益、その他事業収益） 90,770 百万円
営業費用（海運業費用、その他事業費用、一般管理費）

184,962 百万円
営業取引以外の取引による取引高 120,973 百万円

(6)株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度末における自己株式の種類及び株式数
普通株式 1,193,138 株
（注）当事業年度末における自己株式数には、役員報酬BIP信託が保有する自社の株式が696,196株含まれています。

(7)税効果会計に関する注記

繰延税金負債の発生の主な原因は、前払年金費用等です。

投資有価証券122百万円並びに関係会社株式及び出資金36,616百万円は関係会社等の債務の担保目的で差し入れたもので
す。

当社は、独占禁止法違反の疑いがあるとして、2012年9月以降自動車等の貨物輸送に関して複数の海外当局の調査対象と
なっています。また、完成自動車車両等の海上輸送について、主要自動車船社と共同して運賃を設定したとして、請求金額を
特定しないまま損害賠償及び差し止め等を求める集団民事訴訟や、個別の民事訴訟が複数の地域にて提起されています。
海外当局による調査及び民事上の損害賠償請求訴訟については、独禁法関連引当金に計上したものを除き、現時点ではそ
れらの結果を合理的に予測することは困難です。
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（8）関連当事者との取引に関する注記

子会社及び関連会社等
属性 会社等の名称 議決権等の所有

（被所有）割合
関連当事者
との関係

取引の内容 取引金額 科目 期末残高

子会社 日本貨物航空株式会社 所有 資金の援助 資金の回収（注1） 34,256 短期貸付金（注2） 62

　 　 直接100% 債務保証等 　 　 長期貸付金（注2） 161,872

　 　 　 　 利息の受取 703 その他流動資産 57

　 　 　 　 債務保証等（注3） 50,188 - -

　 　 　 　 保証料の受取 106 　 　

子会社 NYK HOLDING (EUROPE) B.V. 所有 資金の受入 資金の受入（注4） 22,636 短期借入金 22,636

　 　 直接100% 株式の受取 利息の支払 70 その他流動負債 0

　 　 　 　 株式の受取（注5） 20,015 - -

子会社 NYK BULKSHIP (ATLANTIC) N.V. 所有 債務保証等 債務保証等（注3） 28,500 - -

　 　 直接100% 　 保証料の受取 0 - -

子会社 NYK BULKSHIP (ASIA) PTE. LTD. 所有 債務保証等 債務保証等（注3） 17,079 - -

　 　 直接100% 　 保証料の受取 13 その他流動資産 6

子会社 ROMARIN LNG SHIPPING S.A.S. 所有 造船契約の譲渡 造船契約の譲渡（注6) 　 　 　

　 　 直接100% 　 売却代金 5,991 - -

　 　 　 　 固定資産売却損 94 - -

子会社 SAGA SHIPHOLDING (NORWAY) AS 所有 資金の援助 資金の回収（注7） 457 短期貸付金 8,390

　 　 間接100% 債務保証等 　 　 長期貸付金 24,138

　 　 　 　 利息の受取 661 その他流動資産 168

　 　 　 　 債務保証等（注3） 25,739 - -

子会社 YUSEN TERMINALS LLC 所有 債務保証等 債務保証等（注3） 20,185 - -

　 　 間接100% 　 保証料の受取 89 その他流動資産 89

子会社 DELPHINE LNG SHIPPING S.A.S. 所有 造船契約の譲渡 造船契約の譲渡（注6) 　 　 　

　 　 間接100% 　 売却代金 5,823 - -

　 　 　 　 固定資産売却損 50 - -

子会社 船舶保有・貸渡関係会社 所有 資金の援助 資金の回収（注7） 1,209 短期貸付金（注2） 38,506

　 ENCANTADA MARITIMA S.A. 直接100% 債務保証等 　 　 長期貸付金（注2） 127,063

　 他237社 （238社） 傭船契約 リース債権・投資資産の回収（注8） 8,582 リース債権（一年内） 12,965

　 　 　 　 　 　 リース債権（一年超） 64,670

　 　 　 　 　 　 リース投資資産（一年内） 5,070

　 　 　 　 　 　 リース投資資産（一年超） 25,567

　 　 　 　 利息の受取 3,456 その他流動資産 291

　 　 　 　 清算分配金の受取（注9) 9,962 - -

　 　 　 　 傭船料の支払(注10) 98,503 営業未収金 6,526

　 　 　 　 　 　 営業未払金 2,999

　 　 　 　 債務保証等（注3） 80,601 - -

関連会社 OCEAN NETWORK EXPRESS PTE. LTD. -　　(注11) 傭船契約等 傭船料の受取（注12） 39,944 営業未収金 3,316

　 　 　 　 ターミナル作業料の受取等 (注13) 20,928 　 　

　 　 　 　 　 　 　 　
取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 資金の貸付条件については、市場金利を勘案して決定しています。なお、担保を受け入れています。
(注2)

(注3) 債務保証等については、保証形態を勘案して保証料を設定しています。

(注4) 資金の受入条件については、市場金利を勘案して決定しています。なお、担保は差し入れていません。

(注5)

(注6) 固定資産の売却価格については、市場価格を勘案して決定しています。

(注7) 資金の貸付条件については、市場金利を勘案して決定しています。なお、担保は受け入れていません。

(注8) リース料については、対象資産のコスト相当額を勘案して決定しています。

(注9) 船舶保有・貸渡関係会社の清算に伴い、分配金を受領したものです。

(注10) 子会社で発生したコスト相当額を傭船料として支払っています。
(注11)

(注12) 傭船料については、市場価格等を勘案して決定しています。

(注13) ターミナル作業料については、市場価格等を勘案して決定しています。

（単位：百万円）

子会社への貸付金に対し、合計136,547百万円の貸倒引当金を計上しています。また、当事業年度において、合計24,851百万円の貸倒引当金戻入額を計上
しています。

当社の子会社であるNYK LOGISTICS HOLDING (EUROPE) B.V.社との合併に伴い、取得したものです。取得価額は、同社の資産及び負債の適正な帳簿価額
に基づいて決定しています。

当社は、オーシャンネットワークエクスプレスホールディングス株式会社の議決権の38%を所有しています。同社はOCEAN NETWORK EXPRESS PTE. LTD.の
普通株式の100%を所有する持株会社です。
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(9)1株当たり情報に関する注記

① 1株当たり純資産額 1,477円48 銭
② 1株当たり当期純利益 226円54 銭

(10)連結配当規制適用会社に関する注記

当社は連結配当規制適用会社です。

(11)その他の注記

記載金額の表示について
記載金額は表示単位未満を切り捨てて表示しています。

(12)重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。
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